
８外部監査措置公表第１号 

 地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により、令和７年 11 月 20 日に福岡市長から包括外部監

査人による監査の結果に関する措置について通知を受けたので、同項の規定により次のとおり公表

する。 

 併せて、監査の結果に添えて提出する意見に対する市の見解について通知を受けたので、次のと

おり公表する。  

令和８年３月 31日 

福岡市監査委員  大 森 一 馬 

同 池 田 良 子 

同 髙 木 三 郎 

同 千々松 英 樹 

１ 監査報告と措置及び監査の結果に添えて提出する意見の件数 

７外部監査公表第２号（令和７年３月 27日付 福岡市公報第 7131号(別冊２)公表）分 

（福岡市高速鉄道事業及び関連する事業に関する財務事務について） 措置・・・・ ５件 

意見・・・・４６件 

２ 講じた措置及び市の見解の内容 

  別紙のとおり 
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